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2012 年1月1日に上海市にて開始された、いわゆる「増値税改革パイロットプ
ログラム」、つまり、これまで営業税の課税対象範囲に含まれていた一定のサー
ビスについて、増値税の課税対象範囲への移行を図る改革プログラム（以下「改
革プログラム」という）は、その後、北京市、天津市、江蘇省、浙江省、安徽省、
福建省、湖北省、広東省へと拡大し、2013 年 8月1日からは全国へと拡大され
ることが国務院によって公表されました。
この改革プログラムは、第12次五ヵ年計画（ 2011年－ 2015年 ）の重要課題で
ある「サービス産業の発展および促進」には欠かせない政策といえます。つまり、
営業税は、増値税と異なり、企業間で重複して課される租税であるため、サー
ビス産業の発展の妨げとなっていましたが、これを増値税へと移行することに
より不要な重複課税が解消され、改革の初期段階では税収減となるものの、サー
ビス産業への投資が促進される結果、将来的には税収効率が上昇するものと見
込まれています。
また、この改革プログラムが全国拡大されることにより、公平な競争環境が形
成されるものと予想されます。改革プログラムの導入以降、上海では、同一のサー
ビスについて、ある地域では増値税が適用され、またある地域では営業税が適
用されるため、製造業等、増値税納税義務者がサービスを購入する場合、営業
税相当額のコストを上乗せして請求する業者よりも、増値税の負担は生じるも
のの自らの売上増値税と相殺できる仕入増値税の専用領収書を発行できる業者
と取引する方が有利と考え、サービスのクオリティよりも、税負担を優先して
取引先を選定するという不公平な環境下での競争が生じていました。この改革
プログラムが全国拡大されることにより、このような環境が一掃されることが
期待されます。
本稿では、この改革プログラムの全国拡大に備えて理解しておくべき事項、と
りわけ、改革プログラムの対象となる業務範囲や税率、税額計算方法、役務の
輸出入時の取扱いについて言及すると共に、この改革プログラムを用いた税務
ストラテジーについて、いくつか紹介いたします。
なお、本文中の意見に関する部分は筆者の私見であることを、あらかじめお断
りいたします。

 

【ポイント】
◦	�2013 年 5 月 24 日、財政部および国家税務総局は共同で、中国増値税試行

改革の全国的な拡大を実施する新規定（財税 [2013]37 号）を公布し、本新
規定は 2013 年 8 月 1 日より施行されている。
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Ⅰ 増値税と営業税の混在は 
何が問題なのか

1.	従来の増値税

増値税は、日本の消費税に類似するものであり、物品の販
売、輸入、役務提供行為のうち組立・加工・修理が課税対象
とされています。その税率は、一般的に17%が適用され、納
税者は売上と共に収受した売上税額から、仕入と共に支払っ
た仕入税額を控除した残額を納付する多段階課税が採用され
ているため、負担者は最終消費者となります。
また、増値税の納税義務者には、売上税額から仕入税額を
控除した残額のみを納付する「一般納税者」とは別に、「小規
模納税者」があり、この小規模納税者に該当する場合は、販売
時に増値税専用領収書1の発行ができないため、売上増値税を
徴収することができません。この場合、その企業の売上金額
に対して3%の税率で増値税納付額を算定し、納付するだけで
課税が完結し、自らが支払った仕入税額の控除もできないと
いう簡易計算方式が採られます。

2.	営業税

営業税は、増値税の課税されない役務提供、無形資産の譲
渡、不動産取引等で、役務の提供者または購入者が中国国内
にあるものを課税対象とし、その収入金額に対して5%2の税
率で課税されます。つまり、中国国内の者が中国国外の者に
対して行う役務の輸出行為についても課税対象としているこ
ととなるため、諸外国にとって特異な税目となります。営業税
の納税義務者は、課税対象役務等の提供者ですが、その負担
者については明確な規定がありません。よって、役務の提供
者が収受した対価のうちから納付するのが一般ですが、収受

する対価に営業税相当額をグロスアップし、役務の購入者が
負担することもあります。この場合、役務の購入者は、営業
税相当額を負担していることになりますが、特殊な場合を除
き、仕入税額として控除することはできません。

3.	増値税と営業税の関係－問題の根源

増値税と営業税の課税対象は異なるため、1つの行為に対し
て両方の租税が課せられることはありません。しかし、事業
者が行う営業行為の中に増値税の課税対象となるものと営業
税の課税対象となるものが混在することが問題の根源となっ
ています。
つまり、営業税相当額をグロスアップすることにより、役務
の購入者が負担した場合、営業税相当額を負担しているにも
かかわらず、これを増値税のように仕入税額として控除するこ
とはできません。よって、物品販売業や製造業等の増値税納
税義務者が経営活動の中で営業税を負担している場合は、特
定の場合を除き、コストとして処理せざるを得ないのです。ま
た、サービス業の場合は、主たる業務は営業税課税業務です
が、備品や通信機器等の購入時には仕入増値税を負担してい
ます。しかしながら、売上増値税を収受する機会がないこと
から、この仕入に要した増値税額は、コストとして処理せざる
を得ません。

◦	�役務の輸入行為および役務の輸出行為も、この改革プロジェクトの課税対
象となる。ただし、役務の輸出は、従来の営業税とは異なり、「0％税率に
よる課税」または「免税」が適用される場合がある。

◦	�「0％税率による課税」を受ける場合は、その課税対象サービスに関連して
発生した仕入税額を他の売上税額から控除可能なうえ、控除しきれない部
分は還付の取扱いがある。一方、「免税」の適用を受ける場合は、そのよ
うな取扱いはない。

◦	�改革プログラムは全国拡大されたものの、依然として不確定要素が多く、
営業税対象のままなのか、増値税対象に移行されているのか、税務当局の
個別判断に委ねなければならないことが、実務上散見されている。

1	  �増値税納付額は、売上増値税額から仕入増値税額を控除した残額ですが、この売上増値税額から控除できる仕入増値税額には、日本の消費税が
採用している会計帳簿の記録を基に仕入税額を導く「帳簿方式」ではなく、「増値税発票（領収書）」と呼ばれるインボイスを基に仕入税額を導
く「インボイス方式」が採用されています。つまり、増値税額の算定上、この増値税発票がなければ仕入増値税額として控除できない点にご留
意ください。

2	 取引内容によっては、3%や20%税率が適用される場合があります。
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Ⅱ 増値税改革パイロットプログラムの 
要点整理

1.	課税対象サービスと適用税率

（1）	課税対象サービスの内容と適用税率
改革プログラムの課税対象サービスとは、組織および個人3	

から中国国内で有償にて提供される交通運輸サービス、およ
び中国政府が規定する「現代サービス」のうち一定のものを指
します。なお、中国国内で提供される課税対象サービスとは、
課税対象サービスの提供者または購入者が中国国内にいる場
合をいうため、役務の輸入行為および役務の輸出行為も、こ
の改革プロジェクトの課税対象となります。ただし、役務の輸
出は、従来の営業税とは異なり、「0％税率による課税」または
「免税」が適用される場合があります。これらの内容は、後に
詳述します。
課税関係のまとめは図表1を、課税対象サービスの内容およ
び適用される税率は図表2 4をそれぞれご参照ください。
なお、課税対象サービスの提供が無償にて提供された場合
であっても、その無償提供が公益活動を目的とする場合、そ
の他国家税務総局が規定する場合を除き、有償で行われた課
税対象サービスの提供とみなすものとします。

（2）	課税対象外となるサービス
「中国国内で提供する課税サービス」とは、課税対象サービ
スの提供者または購入者が中国国内にある場合に提供される

サービスをいうため、役務の輸入行為も、この改革プロジェク
トの課税対象となることは冒頭で述べたとおりです。しかし、
国外から国内に輸入された課税対象サービスであっても、そ
のサービスが完全に国外で消費される場合、その他一定の場
合は、課税対象外とされています。

（３）	0％税率による課税サービス
① 「0％税率による課税」と「免税」の違い
改革プログラムの課税対象サービスのうち、一定のものにつ
いては、「0％税率による課税」が適用されるものと「免税」が
適用されるものがあります。これらの違いは、次のとおりです。
まず、課税対象サービスに係る売上増値税が「0％税率による
課税」の適用を受ける場合は、“0％税率”ではありますが一旦
課税を受けていることから、その課税対象サービスに関連し
て発生した仕入税額は、他の売上税額から控除することがで
き、控除しきれない場合は還付の対象となります。一方、「免
税」の適用を受ける場合は、その課税対象サービスに関連して
発生した仕入税額を他の売上税額から控除することが許され
ません。これらの区分は、この改革プログラムにおいて、非常
に重要な意味を有するため、留意が必要です。

② 0％税率による課税サービスの内容
改革プログラムの課税対象サービスのうち、中国国内組織
および個人が必要な許可証の取得等、一定の要件を充足した
上で提供する国際輸送サービス5、国外組織に提供する研究開
発サービスおよび設計サービス（国内不動産に関する設計サー
ビスを除く）は、増値税の0％税率が適用されます。

図表1　改革プログラムに係る課税関係のまとめ

中国国内 課税関係 

提供者 購入者

中国国外 

提供者

提供者

提供者

購入者

購入者

購入者

課税対象 ただし、免税措置あり 

課税対象 ただし、0％課税・免税措置あり 

課税対象 代理人または購入者による源泉徴収 

提供者 購入者

課税対象外 
使用

課税対象外 

3	 ここでいう組織とは、企業、行政組織、事業組織、社会団体その他の組織をいい、個人とは、個人商工業者およびその他の個人をいいます。
4	 �なお、より詳細な内容については、財税［2013］37 号通達をご参照ください。
5	 �なお、中国国内組織および個人が提供する香港・マカオ・台湾を往復する交通運輸サービス、および香港・マカオ・台湾で提供する交通運輸サー
ビスは、それぞれの地域内での許可証の取得等、一定の要件を充足した場合は、この 0％税率が適用される国際運輸サービスに該当するものとし
て取り扱われます。
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なお、0％税率の適用サービスは、財政部および国家税務総
局が認定の権限を有しているため、随時拡大の可能性がある
点に留意が必要です。

③ 0％税率適用の放棄
国内組織および個人が0％税率が適用される課税対象サービ
スにつき、0％税率の適用を放棄し、免税の選択もしくは増値
税の納付を選択することができます。なお、この0％税率の適
用を放棄した場合は、その放棄をした後、36ヵ月以内に0％
税率の適用を申請することはできません。
このような放棄に関する規定は、免税が適用される場合に
も存在し、免税適用よりも納付を選択することに一定のメリッ
トが生ずることが考えられます（後述（4）③参照）。一見、0％
税率の適用を放棄して免税を選択することは、その課税対象
サービスに要した仕入税額の控除を断念することを意味し、
明らかに不利な状況になるものと考えられますが、実務上、こ

の0％税率を確保するための申請手続は煩雑になることが予想
されるため、このような申請手続に要する手間と仕入税額控
除を確保する効果とを比較し、仕入税額控除を確保すること
に十分なメリットが感じられない場合は、この選択が有益なも
のとなります。

（4）	免税サービス
① 特例措置および経過措置によるもの
一定の課税対象サービスについては、特例措置としての意
味合い、あるいは営業税課税時において免税措置が設けられ
ていたため、その経過措置としての意味合いから、免税が適
用されています。ここでは、日本企業に関連すると思われるも
のについて紹介します。

a.	�改革プログラムの納税者が提供する技術譲渡、技術開発および
これらと関連する技術コンサルティング、技術サービス6

6	 �この規定は、対象となる技術譲渡等の提供者または購入者が中国国内にいる場合に適用されるため、中国国内取引に該当する技術譲渡等、役務の輸	
出に該当する技術譲渡等のみならず、国外の組織または個人からの役務の輸入行為に該当する技術の譲渡等に対しても適用されることとなります。

図表2　課税対象サービスの内容と適用税率

課税対象        
サービス 主な業務 税率 課税対象        

サービス 主な業務 税率

有形動産リース
サービス

有形動産ファイナンスリース
17％

物流および 
それに係る付随 
サービス

航空サービス

6％

有形動産オペレーティングリース 港湾埠頭サービス

交通運輸            
サービス

陸上運輸サービス（鉄道運輸は暫
定的に含まない）

11％

貨物運輸・旅客運輸ステーション
サービス

海上運輸サービス（距離単位リー
スサービスあるいは期間単位リー
スサービスを含む）

引揚救助サービス

航空運輸サービス（ウェットリース
業務を含む） 貨物運輸代理サービス

パイプライン運輸サービス 代理通関サービス

研究開発および
技術サービス

研究開発サービス

6％

倉庫サービス

技術譲渡サービス 積卸運送サービス

技術コンサルティングサービス 鑑定・証明 
コンサルティング
サービス

認証サービス

6％契約エネルギー管理サービス 鑑定・証明サービス

工事監察探査サービス コンサルティングサービス

情報技術 
サービス

ソフトウェアサービス

6％
ラジオ・映画・
テレビサービス

ラジオ・映画・テレビ番組制作 
サービス

6％回路設計および測定試験サービス ラジオ・映画・テレビ番組配給 
サービス

情報システムサービス ラジオ・映画・テレビ番組放送 
サービス

業務フロー管理サービス

文化・クリエイ
ティブサービス

設計サービス

6％

商標権・著作権譲渡サービス

知的財産権サービス

広告サービス

会議・展示サービス



5

© 2013 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG Insight  Vol. 3 / Nov. 2013

海外トピック① − 中国

b.	�一定の要件を充足する省エネサービス会社が提供する契約エネ
ルギー管理サービス

c.	�その地域における改革プログラム施行日から 2013 年 12 月 31
日までに、中国アウトソーシングサービス指定都市で登記した改
革プログラムの納税者が提供する課税対象サービスに該当する
アウトソーシングサービス 7

② 輸出サービスに該当するもの
国内組織および個人が提供する図表3の課税対象サービスに
対しては、増値税の免税措置が適用されます。なお、財政部
および国家税務総局がこれらに対して0％税率を適用する場合
がありますが、その場合は、0％税率が優先して適用されます。
また、前述（3）に規定する0％税率が適用される国際運輸サー
ビスの定義に合致するが、要件を充足できないものに対して
も、この免税措置が適用されます8。
この図表3の課税対象サービスは、いずれも輸出サービスに
該当するものであるが、国外組織または個人に対して課税対
象サービスを提供し、かつ、その対価をその国外組織または
個人から送金を受けるということだけでは、輸出サービスに該

当しないことに留意する必要があります。たとえば、ある中国
のリサーチ会社が日本企業から不動産に関するリサーチの依
頼を受けた場合、そのリサーチ内容が中国国内に所在する不
動産に係るものであるときは、輸出サービスには該当しないこ
ととなります。

③ 免税適用の放棄
納税者が提供した課税対象サービスにつき、免税または減
税の適用がある場合、納税者は、その免税または減税の適用
を放棄し、増値税を納付することができます。なお、この免
税または減税の適用を放棄した場合は、その放棄をした後、
36ヵ月以内に免税または減税を再申請することはできません。
すでに解説したとおり、課税対象サービスにつき「免税」の
適用を受ける場合は、その課税対象サービスに関連して発生
した仕入税額を他の売上税額から控除することが許されませ
ん。つまり、ある免税適用が受けられる課税対象サービスに
ついて、仮に通常の課税対象サービスとして売上税額が課さ
れたとしても、関連する仕入税額がその売上税額を超えるほ

7	 �このオフショアアウトソーシングサービスとは、企業が中国国外組織と委託契約を締結し、その企業が直接もしくは下請会社を経由してその中国
国外組織のために提供する一定のアウトソーシングサービスをいいます。

8	  �Ⅱ .1.（3） 0％税率による課税サービスの定義に合致するが要件を充足できない香港・マカオ・台湾運輸サービスについても同様に取り扱われます。

図表3　免税措置が適用される輸出サービス

免税措置が適用される課税対象サービス

有形動産リースサービス 対象物が国外で使用されるもの

交通運輸サービス

国外組織に提供される海上運輸サービスのうちの距離単位リースサービスおよび期間単位リース
サービス

国外組織に提供される航空運輸サービスのうちのウェットリースサービス

研究開発および技術サービス

国外組織に提供される技術譲渡サービス、技術コンサルティングサービス、契約エネルギー管理
サービス（契約エネルギー管理サービスは、契約対象物が国内にあるものを除く）

工事監察探査サービス（工事現場または鉱産資源が国外にあるもの）

情報技術サービス 国外組織に提供されるソフトウェアサービス、回路設計および測定試験サービス、情報システム 
サービス、業務フロー管理サービス

文化・クリエイティブサービス
国外組織に提供される商標権・著作権譲渡サービス、知的財産権サービス、広告サービス（広告
の掲載地が国外であるものに限る）

会議・展示サービス（会議・展示会会場が国外にあるもの）

物流およびそれに係る付随サービス

国外組織に提供される航空サービス、港湾埠頭サービス、貨物運輸・旅客運輸ステーションサー
ビス、引揚救助サービス、貨物運輸代理サービス、代理通関サービス、積卸運送サービス

倉庫サービス（貯蔵場所が国外にあるもの）

鑑定・証明コンサルティングサービス 国外組織に提供される認証サービス、鑑定・証明サービス、コンサルティングサービス（ただし、
これらのサービスが国内貨物もしくは不動産に対するものの場合を除く）

ラジオ・映画・テレビサービス

国外組織に提供されるラジオ・映画・テレビ番組制作サービス

ラジオ・映画・テレビ番組配給サービス（国外で提供されるもの）

ラジオ・映画・テレビ番組放送サービス（国外で提供されるもの）
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ど多額である場合は、その超える部分の仕入税額を他の売上
税額から控除することができますが、免税適用を受けた場合
は、売上税額が免税となるものの、仕入税額について他の売
上税額から控除することが許されないこととなります。よって、
免税適用は、自社の仕入税額の状態を考慮の上、決定を行う
必要があります。

（5） 小規模納税者に対する徴収率
納税者が小規模納税者に該当する場合は、上記「0％税率に
よる課税」を用いず、3％の徴税率を用いて税額を算定します。
なお、小規模納税者に該当する者および税額算定方法は、以
下にて解説します。

2.	納税義務者

改革プログラムに係る納税義務者は、一般納税者と小規模
納税者に分類されます。また、中国国外組織または個人が中
国国内で課税対象サービスを提供したものの、国内に経営機
構を設置していない場合は、その代理人等が源泉徴収義務者
としてその納税義務を履行します。

（1）	一般納税者
一般納税者とは、課税対象サービスに係る年度売上高が500
万人民元を超える納税者をいい、納税者がこの一般納税者の
要件に合致した場合、主管税務機関に対して一般納税者資格
認定を申請しなければなりません。なお、納税者が一旦一般
納税者に関する認定を受けた後は、国家税務総局が別途規定
する場合を除き、小規模納税者に戻ることはできません。

（2）	小規模納税者
一般納税者の売上高基準を満たさない納税者を小規模納税
者といいます。なお、小規模納税者のうち、会計計算が健全
で、正確な税務資料を提出することができる場合は、主管税
務機関に対して一般納税者資格認定を申請し、一般納税者と
なることができます。

（3）	源泉徴収義務者
中国国外組織または個人が中国国内で課税対象サービスを
提供したものの、国内に経営機構を設置していない場合は、
源泉徴収義務者がその国外組織または個人に係る納税義務を
履行しなければなりません。その国外組織または個人に代理
人がいる場合は、その代理人が源泉徴収義務者となり、代理
人がいない場合は、サービスの購入者が源泉徴収義務者とな
ります。

3.	税額計算

改革プログラムに係る増値税の税額計算方法には、一般税

額計算方式と簡易税額計算方式があり、原則として、一般税
額計算方式は、一般納税者が提供する課税対象サービスに対
して、簡易税額計算方式は、小規模納税者が提供する課税対
象サービスに対して、それぞれ適用します。

（1）	一般税額計算方式
一般税額計算方式によって納付税額を計算する場合は、当
期の売上税額から当期の仕入税額を控除した残額が納付税額
となります。なお、当期の売上税額が当期の仕入税額を下回
り、控除不足額が生じる場合は、その控除不足額は、翌期以
降に繰越して控除することができます。また、0％税率が適用
される課税対象サービスを提供する場合において生じた仕入
税額は、まず、他の売上税額から控除し、それでもなお控除
不足が生じる場合は、還付の適用があります。

① 売上税額の計算
売上税額は、納税者が提供する課税対象サービスに係る売
上金額に増値税適用税率を乗じて算定されます。なお、上記
の売上金額は、税抜売上金額を用いるため、納税者が税込価
額で価格決定を行っている場合は、以下の算式によって、一
旦、税抜売上金額を算定する必要があります。

税抜売上金額＝税込売上金額÷（1＋適用税率）

（ⅰ） 売上金額
売上金額とは、納税者が課税対象サービスを提供すること
によって取得するすべての代金および価格外費用の合計を指
します。なお、価格外費用については、それを他者へ支払っ
たことを証明する有効な証憑を取得できる場合は、その証憑
に記載された金額を、その価格外費用から控除することがで
きます。
また、納税者が異なる適用税率もしくは徴収率が適用され
る課税対象サービスを兼営する場合は、異なる税率もしくは
徴収率が適用される売上金額ごとに区分して算定しなければ
なりません。この区分算定が行われていない場合は、高い方
の税率が適用されます。

（ⅱ） みなし売上金額
納税者が提供する課税対象サービスに係る売上金額が明ら
かに低廉、もしくは高価で、かつ、その価格設定に合理的な
商業目的がない場合、または、無償にて課税対象サービスを
提供したため、売上金額がない場合は、主管税務機関は、納
税者が直近に提供した同種の課税対象サービスの平均価格等、
一定の方法を用いて売上金額を決定する権利があります。

② 仕入税額
仕入税額とは、納税者が購入した貨物、組立・加工・修理
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の役務（すなわち、従来からの増値税課税対象項目）、および
購入した改革プログラムに係る課税対象サービスのために支
出した、もしくは負担した増値税額をいいます。

（ⅰ） 控除できる仕入税額

a	� 貨物の販売者もしくは役務の提供者から取得した増値税専用領
収書

b	� 税関から取得した税関輸入増値税専用納付書に記載された輸入
に係る増値税額

c	� 農産品購入価格の 13％相当額 9

d	� 鉄道運輸サービスに係る輸送費用の 7％相当額
	� 陸上輸送サービスのうち、鉄道運輸サービスは、暫定的に改

革プログラムに含まれていないことから、営業税が課されるた
め、本来であれば仕入税額が生じない。しかし、運輸サービ
スの享受は、課税対象サービスを提供するうえで不可避であ
ること等、一定の理由を考慮し、増値税額算定上の特例とし
て、一定の仕入税額が生じたものとみなして控除を認めてい
る。その仕入税額とみなされる金額は、鉄道運輸費用決済領
収書に記載されている輸送費用金額に 7％を乗じて算定する。

e	� 輸入サービスに係る源泉税額相当額
	� 国外組織または個人が国内組織または個人に対して提供した課

税対象サービスに係る対価は、国内代理人またはそのサービス
の購入者が適用税率によって増値税相当額を源泉徴収したうえ
で、その国外組織または個人に対して送金されるが、その納付
税額に係る税収納付証憑が取得できる場合は、サービスの購入
者である国内組織または個人が仕入税額として控除できる。こ
れは改革プログラムの中で最も特徴的なところであるため留意さ
れたい。

（ⅱ） 控除できない仕入税額

a	� 簡易税額計算方式が適用される税額計算項目、増値税が課さ
れない項目、増値税が免税となる項目、集団福利もしくは個人
消費のための貨物の仕入れ、組立・加工・修理の役務の購入、
および改革プログラムの課税対象サービスの購入に係る仕入税
額

	� つまり、仕入税額のうち、一般税額計算方式に係る売上増値税
の課税対象ではない上記の項目と対応関係にあるものは、控除
できないことを表している。

b	� 非正常損失が生じた仕入貨物に係る仕入税額、およびそれに関
連して購入した組立・加工・修理の役務、交通運輸サービスに
係る仕入税額

c	� 非正常損失が生じた仕掛品、完成品に消費した仕入貨物（固定
資産を含まない）、組立・加工・修理の役務、交通運輸サービ
スに係る仕入税額

d	� 旅客運輸サービスの購入に係る仕入税額 10

（2）	簡易税額計算方式
簡易税額計算方式によって納付税額を計算する場合は、当
期の売上金額に増値税徴収率を乗じて算定した金額が納付税

額となります。なお、上記の売上金額は、税抜売上金額を用
いるため、納税者が税込価額で価格決定を行っている場合は、
以下の算式によって、一旦、税抜売上金額を算定する必要が
あります。

税抜売上金額＝税込売上金額÷（１＋徴収率）

簡易税額計算方式に用いる売上金額に関する留意点は、上
記の一般税額計算方式に用いる売上金額と同様であるため、
上記Ⅱ. 3.（1）①（i）および（ⅱ）をご確認ください。

（3）	税額計算方法の特例措置
一般納税者が提供する課税対象サービスのうち、公共交通
サービスその他財政部および国家税務総局が規定するサービ
スについては、一般税額計算方式に代えて、簡易税額計算方
式を選択することができます。なお、一旦、簡易税額計算方
式を選択した場合は、36ヵ月間は変更することができません。

（4）	源泉徴収税額の計算
国外組織または個人が中国国内で課税対象サービスを提供
する場合において、その国外組織または個人が中国国内に経
営機構を設置していないときは、源泉徴収義務者が以下の算
式に基づいて源泉徴収税額を計算するものとします。

源泉徴 
収税額 ＝ 役務購入者が

支払う対価 ÷（1＋適用税率）× 適用税率

（5）	還付制度
国内組織または個人が0％税率による課税サービスを提供
する場合において、その国内組織または個人が一般税額計算
方式を適用して納付税額を算定するときは、課税対象サービ
スについて0％税率による課税を行うと同時に、そのサービス
に要した仕入税額は、まず、他の課税対象サービスに係る売
上税額から控除し、さらに控除しきれない部分がある場合は、
その部分を還付されます11。
なお、その国内組織または個人が簡易税額計算方式を適用
して納付税額を算定するときは、課税対象サービスについて
免税を適用し、そのサービスに要した仕入税額を他の課税対
象サービスに係る売上税額から控除することやその仕入税額
を還付することは認められません。

9	 �農産品を購入する場合は、増値税専用領収書もしくは税関輸入増値税専用納付書が取得できないことがあります。このような場合は、農産品買付
領収書等に記載されている農産品購入価格に 13％を乗じて算定した金額を仕入税額とします。

10	�旅客運輸サービスは、鉄道運輸サービスを除き、改革プログラム課税対象サービスとなりましたが、旅客運輸サービスの対象者は主に「個人」で
あり、一般納税者が購入する旅客運輸サービスの対象が企業であるか個人であるかの峻別が困難であることから、この旅客運輸サービスに係る仕
入税額は売上税額から控除できないとされています。

11	�なお、従来からの増値税の課税対象である輸出貨物に係る増値税は、徴収率よりも還付率が低い場合が多く、不還付部分は企業のコストとなって
いますが、改革プログラムに係る 0％税率による課税サービスについては、現在のところ、不還付部分は生じていない点にご留意ください。
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Ⅲ 活用できる税務ストラテジー　
キーポイントと活用法

1.	�キーポイント①　多段階にわたる役務提供があっても
重複課税が生じない

営業税は、仕入税額控除の適用がないことから、役務の提
供者または役務の購入者が負担者となるため、役務提供が多
段階にわたる場合は、一段階ごとに税負担が生じます。一方、
増値税の納税義務者はその取引を行う者であるが、負担者は
原則として最終消費者であることから、課税対象サービスの
購入者には仕入税額控除の適用があるため、各段階の役務提
供者には税負担が生じません。こちらを図表4の事例を用いて
解説します。
たとえば、本社はある役務提供を現法Aに100で実施し、現
法Aはさらにその役務提供を現法Bに120で実施するものと
します。この連続する二段階の役務提供行為について、営業
税が課税される場合（図表4：左図）は、まず、現法Aは本社
へ100の対価を支払いますが、その送金時に、現法Aは5の営
業税（100×5％）を源泉徴収する必要があるため、本社が受
け取れる対価は95となります。次に、現法Aは現法Bより役
務提供対価120を受け取りますが、役務提供者として6の営業
税（120×5％）を納付する必要があります。よって、この二段
階の役務提供行為により、11の営業税負担が生じます。仮に、

営業税負担を転嫁する場合は、グロスアップ計算が必要にな
りますが、このグロスアップを行うことによって、本社が100
の手取りを、現法Aが20の手取りをそれぞれ確保するために
は、現法Bから収受すべき対価は131.8512にまで跳ね上がりま
す。よって、現法Bが製造業の場合、このような営業税の累積
は、生産コストの上昇を招くこととなります。
一方、改革プログラムによって増値税が課される場合（図表
4：右図）は、まず現法Aは本社へ100の対価を支払いますが、
その送金時に現法Aは5.66の増値税（100÷（1+6％）×6％）を
源泉徴収する必要があるため、本社が受け取れる対価は94.33
となりますが、この源泉徴収税額は、現法Aの仕入増値税と
して使用することができます。次に、現法Aは現法Bより役務
提供対価（税抜）120を受け取りますが、その際に売上増値税
7. 2（120×6％＝7.2）を徴収します。現法Aは、本来は徴収し
た売上増値税7.2を納付する必要がありますが、本社が源泉徴
収された5.66の仕入増値税を控除することにより、納付税額
は1.54となります。よって、本社が負担した5.66は現法Aで
活用され、この両者の負担は生じないこととなります。また、	
現法Bは役務提供対価の支払時に7.2の仕入増値税を負担して
いますが、これは、現法Bが製造業であれば、生産品の販売
時に売上増値税として回収するため負担は生じません。結果
として、この二段階の役務提供行為に増値税負担は生じない
ため、手取りも本社および現法Aを合わせて120が保たれてい
ます13。

12	�つまり、本社が 100 の手取りを確保するためには、100 ÷ 95％× 5％＝ 5.26 を対価に上乗せする必要があるため、グロスアップ後の対価は 105.26
となります。次に、現法Aが20の手取りを確保するためには、105.26に 20の手取りを加算した金額125.26に対してグロスアップを行う必要があり、
125.26 ÷ 95％× 5％＝ 6.59 を対価に上乗せする必要があるため、グロスアップ後の対価は 131.85（125.26+6.59）となります。

13	�なお、この事例では本社の手取りが 94.33、現法Aの手取りが 25.66（127.2-1.54-100）となります。本社が 100 の手取りを確保するためにグロスアッ
プを行った場合は、現法Aから本社への対価は 106 となり、6の増値税を控除した 100 が本社へ送金され、6は現法Aの仕入増値税となります。
現法Aは現法 Bから役務提供対価 120 と共に 7.2 の売上増値税を徴収し、現法Aは 7.2 の売上増値税から仕入増値税 6を控除した残額 1.2 を納付
します。現法Aの手取りは 20（127.2-1.2-106）となるため、結果として、本社および現法Aの手取り合計は 120 となります。よって、グロスアッ
プするか否かは、本社と現法Aのどちらにキャッシュを残したいのかによって考えればよいこととなります。

図表4　改革プログラムによる税負担効果

現法B 現法 B 現法A現法A 本社 本社

現法A 現法A 現法B 現法A 現法A

営業税120×5％＝6

【営業税課税時】

•

120×6％＝7.2
•

▲5.66

•

負担なし

【増値税課税時】

増値税負担額合計

0元

営業税負担額合計 11
（営業税負担を転嫁しない場合）

100120 100120

役務提供 役務提供 役務提供製品販売

対価 対価 対価対価 対価

役務提供

6％の売上増値税
を現法Bより徴収

6％の増値税を対価から
源泉徴収した上、仕入増
値税として控除可能

増値税100÷（1+6％）×
6％＝5.66
本社への送金額94.33

現法Aへ支払った
仕入増値税7.2は
製品販売対価に係
る売上増値税と相
殺可能

現法Bから120を収受
し、その対価に対して
5％の営業税を納税

日本本社へ100の送金に
あたり、5％の営業税を
源泉徴収

営業税100×5％＝5
本社への送金額95

未支出の仕入増値
税5.66は現法Aか
ら徴収する売上増
値税7.2と相殺可能
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2.	�キーポイント①の活用法　PEリスク緩和のための出
張者人員一括管理

日本本社から中国現法へ技術サポート等のために出張者を
派遣し、その派遣についてチャージベースで対価を回収する
ことは、中国に現地法人を保有する企業にとっては、今や日常
的な業務と思われます。このような対価については、本来は、
日中租税条約が適用され、その技術サポートに係るプロジェ
クトが任意の12ヵ月のうち6ヵ月を超える場合に限り、その
日本企業の恒久的施設（PE）が中国にあるものとして中国が課
税権を持つことになりますが、実務上は、中国から貿易項目以
外での外貨送金を行う場合は、必ず納税証明書もしくは免税
証明書の取得が必要であり、この免税証明書の取得がほぼ不
可能な状況では、このようなサービスフィーの送金には、「み
なし課税方式」によるPE課税を受けて送金を行っているのが
一般と思われます。この場合、みなし課税方式に係るみなし
利益率の交渉を所轄税務局と行う必要がある上、現地法人の
ロケーションによっては、そのPEに関与した出張人員に係る
個人所得税の納付を要求されるなど、そのロケーションによっ
て取扱いに格差が生じています。このような状況をできるだけ
緩和させるために、この二段階による役務提供契約が有効と
考えられます。
つまり、日本本社は、まず統括会社等に多数の出張者を派
遣し、その統括会社からそれぞれの現地法人に出張者を派遣
する商流とします。この場合、国外送金が必要な対価は、統
括会社から日本本社への送金時のみであり、統括会社が上海
等、比較的財源に余裕があるエリアに所在する場合は、PE認
定に関する交渉が比較的緩和され、かつ、出張人員に対する
個人所得税にまで課税が及ぶ可能性も比較的緩和されものと
思われます（図表5参照）。

3.	�キーポイント②　役務の輸入時に源泉徴収する増値税
は、役務購入者の仕入増値税として控除できる

図表4の本社と現法Aのように、国外組織または個人が国内
組織または個人に対して提供した課税対象サービスに係る対
価は、国内代理人またはそのサービスの購入者が適用税率に
よって増値税相当額を源泉徴収した上で、その国外組織また
は個人に対して送金されますが、その納付した増値税相当額
は、サービスの購入者である国内組織または個人が仕入税額
として控除できます。これは、営業税課税時にも5％の営業税
を源泉徴収し、その残額を送金していたため、一見すると営
業税と同じような取扱いですが、この国内組織または個人が
仕入増値税額として控除できることによって、その取扱いは
大きく変わり、図表4の事例のように、この国内組織または個
人と国外組織または個人がグループ会社のときは、そのグルー
プ内での手取り額に目減りが生じません。

4.	�キーポイント②の活用法　第三者との役務提供契約時
の交渉材料

図表4の本社と現法Aのように、国内組織または個人と国外
組織または個人がグループ会社であるときは、そのグループ
内における手取りに影響はありませんが、これが第三者に対
する役務提供契約であればどうでしょうか。たとえば、日本
企業が第三者である中国企業に技術サービス等を提供する場
合、この改革プログラムどおり運用すれば、その対価を送金
する際に6％の増値税を源泉徴収し、その控除後の残額を送金
してくるはずです。日本企業は、営業税課税時からの流れか
ら、このような源泉徴収を自社が負担すべきと思いがちです
が、役務購入者である中国企業は、その金額を仕入増値税と
して控除できるため、その購入対価に係る実質的な負担は減
少しています。したがって、この源泉徴収される増値税の負
担については、役務購入者と交渉の余地があり、ベネフィット

図表5　PEリスク緩和のための出張者人員一括管理　

出張者

出張者

出張者

出張者

出張者

出張者 出張者

統括会社現法B

現法C

現法A

現法 B

現法C

現法A

日本本社 日本本社

【一般的に行われている役務提供契約】 【統括会社等を経由する役務提供契約】

各現地法人との間
で技術サポート契
約を締結

各現地法人との間
で技術サポート契
約を締結

統括会社との間で
技術サポート契約
を締結

出張者
の派遣

出張者
の派遣

出張者の派遣
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を勝ち得た場合は、その交渉結果を契約書に明確に規定する
必要があります。

Ⅳ おわりに －残された課題

これまで見てきたように、改革プログラムの全国拡大は、納
税者に係る税負担の軽減およびビジネススキームの再構築等
に寄与するものと期待されます。しかし、課税対象サービス
の範囲および税率はある程度は定まったものの、役務の輸出
として免税措置が実際に適用されるのか否か、また、改革プ
ログラムに係る課税対象サービスに含まれるのか、それとも営
業税課税対象サービスのままであるのかなど、現状において
は、税務当局の判断に委ねなければならない部分が非常に大
きく、仮に税務当局から一定の回答を経て処理を行った場合
であっても、税務調査時に別の判断が下される可能性を十分
に把握しておく必要があります。
中国では、「分税制」が導入されており、税目ごとに、主管
する税務機関が国家税務局（以下「国税」という）および地方
税務局（以下「地税」という）に区分されています。この分税
制は、単純に国税および地税が管轄する税目を区分している
だけではなく、各種税目のうち、税収の比較的高い増値税、
企業所得税および営業税等については、国税と地税が一定の
比率に応じて税収を確保する仕組みとなっています14。増値税
は、国税が主管しますが、その税収配分比率は、国税が75%、
地税が25%であり、地税が主管する営業税は、ほぼ100%が地
税の税収となっています。また、中国の税収のうち、最も高い
比率を占めるのは増値税ですが、営業税も企業所得税に並ぶ
高い税収を確保できる税目であるため、地税に与えるインパク
トは多大であり、これを容易に放棄するとは考えられません。
実際、改革プログラムが適用される課税対象サービスであっ
ても、地税が営業税課税対象であるとの異議を唱えているケー
スは各地で多数発生しており、国税と地税の税収全体が一元
管理されている上海市ですら、このような税収確保争いは発
生している状況にあります。
納税者は、このような現状を理解の上、改革プログラムが
自社に及ぼすプラスの影響とマイナスの影響を慎重に吟味し
ておく必要があるものと思われます。

本稿は、月刊「国際税務」（Vol. 33 No.8、税務研究会発行）
に寄稿したものに一部加筆したものです。

本稿に関する質問は、以下の者までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。

KPMG 中国　上海事務所
税務部門

ディレクター　米国弁護士
David Huang（デイビット・ファン）
TEL：+86-21-2212-3605
david.huang@kpmg.com　

シニアマネジャー　日本税理士
長谷川　朋美
TEL：+86-21-2212-3758
tomomi.hasegawa@kpmg.com
　
有限責任 あずさ監査法人　
中国事業室 室長　
高﨑　博
TEL：03-3266-7521
china@jp.kpmg.com　

14	�この分税制が導入された理由は、過度な地方分権化に起因して発生する地域間格差の拡大を是正することでした。そのために、まず中央政府があ
る程度の税収を確保した上で、補助金として地方政府に財政移転を行う制度を導入することにより、中央政府によるマクロコントロールの強化を
図ろうとしました。しかしながら、地方政府の反発も強く、税収の確保争いが続いた後、現在の配分比率に至っているため、地税は国税の下部組
織という認識がないという点にご留意ください。
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